
 

 

 

沖縄県地域枠キャリア形成プログラムの改正について 

 

 

 

１ 地域枠キャリア形成プログラムの改正について 

医療法に基づき医師の能力の開発及び向上を図るための計画として、都道府県が地

域医療支援事務として策定する「地域枠キャリア形成プログラム」については、その

内容を毎年度改善するよう努めること及びその変更は地域医療対策協議会での協議

を経て決定することが国のガイドライン（キャリア形成プログラム運用指針）で定め

られている。 

ついては、地域枠医師の研修及び勤務の実効性を高め、医師不足及び偏在対策を強

化するため、キャリア形成プログラムの改正を行う。 

 

２ 改正案の概要及び理由 

⑴ 推奨診療科の設定 

  キャリア形成プログラムでは、16 診療科と多くのプログラムを策定しているが、

派遣される離島・北部の指定医療機関においては、定数の少ない診療科も多いため、

ニーズの多い内科、小児科、外科、産婦人科、救急科及び総合診療を推奨診療科と

して、地域医療に必要な医師を確保していく。 

⑵ 就業年限を「９年以上の連続する期間」を「９年以上の期間」に改める。（２－(１)） 

  キャリア形成プログラムは、出産、育児等のライフイベント等により、対象期間

の一時中断も想定されていることから、キャリア形成プログラム運用指針や他県の

プログラムと同様に「連続」を削除し９年以上とする。 

⑶ 休業等に係る就業年限の取扱いの規定の追加 

  休業等に係る就業年限の取扱いについて未整備であったため、自治医科大学等を

参考に定める。 

 

３ 添付資料 

  沖縄県地域枠キャリア形成プログラム新旧対照表（資料 5-2） 

 

４ その他 

令和 10年度に開院予定の公立沖縄北部医療センターへの地域枠医師の派遣に係る、

指定医療機関への追加時期、新たな診療科のプログラム策定時期等について、今年度

中に協議を行う。（資料 5-3） 
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修学資金返還債務の当然免除及び在職期間の計算方法に関する取扱いについて（抜粋） 

 

 

この取扱いは、義務年限内の自治医科大学卒業医師が育児短時間勤務をしたときの

修学資金返還債務を当然免除するための在職期間の取扱いについて定めるものとす

る。 

 

１ 育児短時間勤務に係る在職期間の認定 

（１）在職期間の計算方法 

  ア 育児短時間勤務に係る修学資金返還債務を当然免除するための在職期間の計

算方法は、育児短時間勤務をした月数の合計に、「1 週間当たりの通常の勤務時

間数（40 時間）」分の「実際に勤務した１週間当たりの時間数」を乗じて得た月

数とする。 

  イ 前号に基づいて算出した月数に 1 月未満の端数が生じた場合は、これを切り

上げるものとする。 

  ウ 育児短時間勤務の開始日又は終了日が月の途中の場合は、当然月は 1 月在職

したものとみなす。 

  エ 育児休業期間が満了した日の翌日から育児短時間勤務をした場合において、

当該日が月の途中であるときは、当該日の属する月は在職期間から控除するも

のとする。 

 

（２）育児短時間勤務期間の控除 

   育児短時間勤務をした期間が通算 5 年を超えたときは、その超えた月数を修学

資金の返還債務を当然免除するための在職期間から控除するものとする。 

 

２ 適用 

   この取扱いは、平成 20 年 4 月 1 日現在、現に自治医科大学に在籍している医

学部学生及び自治医科大学卒業医師に適用する。 

 

  

3


